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女性活躍推進法に基づく行動計画 

職員が仕事と子育てを両立させることができ、より一層、女性活躍を推進できるよう、

職員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての職員がその能力を十分に発揮で

きるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

１．計画期間 

令和 ２年 ４月 １日～令和 ５年 ３月３１日までの ３年間 

２．内容 

目標１：年次有給休暇の取得率を法人全体で平均７０％以上とする。 

＜対策＞ 

●令和 ２年 ４月～ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握 

●令和 ３年 ４月～ 年間取得率を周知 

目標２：ノー残業デーを実施する。 

＜対策＞ 

●令和 ２年 ４月  法人ノー残業デー（毎月１回）および事業所ノー残業デー（毎

週１回）実施を再度周知 

 ●令和 ２年 ４月～ 上記実施 

目標３：法定外労働時間を法人全体で月平均３０分削減する。 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ４月分～ 職員毎の法定外労働時間を集計し管理職へ公表 

 ●令和 ２年 ４月分～ 法定外労働時間が増加傾向事業所の現状把握 

目標４：管理職に占める女性労働者の割合を４３％以上とする。 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ４月～ 管理職として必要な教育・育成体系を検討 

 ●令和 ３年 ４月～ 管理職に対する教育制度の運用を開始 

 ●令和 ４年 ４月～ 女性労働者の管理職を配置 


